
問合せ先事業概要事業名分野

県農林水産事務所（事業所）農村振興
課
県農業生産課 園芸振興グループ
（082-513-3591）

燃料の価格上昇に対する農業者等の影響を
緩和するため、農業者等と国の拠出による
基金を構築し、燃料の価格高騰時に農業者
等に対して補填
※LPGとLNGを追加。

施設園芸
セーフティネット
構築事業(国)

農業

県畜産課 畜産経営グループ
（082-513-3604）

配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影
響を緩和するため、畜産経営体、配合飼料
メーカー及び国の積立による基金を構築し、
配合飼料価格の高騰時に畜産経営体に対し
て補填

配合飼料価格安定
制度(国)

畜産

①③県畜産課 畜産経営グループ
（082-513-3604）
②県畜産課 酪肉振興グループ
（082-513-3598）

飼料価格の高止まりや自給飼料生産に必要
な機械の価格高騰が畜産経営に及ぼす影響
を緩和するため、その影響額の一部を支援
①配合飼料価格安定制度生産者負担金支援
国の配合飼料価格安定制度において、畜

産経営体が負担する積立金の一部を支援
②酪農・和牛経営体飼料費支援
酪農・和牛経営体の生産費の大部分を占

める飼料費の一部を支援
③自給飼料生産機械導入支援
自給飼料生産機械等の購入費の一部を支

援

畜産経営生産体質
強化改善緊急支援
事業(県)

畜産

広島県漁業協同組合連合会
（082-278-5588）

燃油や配合飼料の価格上昇に対する漁業
者・養殖業者の影響を緩和するため、漁業
者等と国の拠出による基金を構築し、燃油
等の価格高騰時に漁業者等に対して補填

漁業経営
セーフティネット
構築事業(国)

水産

原油価格・物価高騰等に対する主な支援策

R8.4.1時点

１ 価格高騰に対する直接支援

１

２ 価格高騰の影響を受けにくい経営への転換に向けた支援

問合せ先事業概要事業名分野

広島県漁業協同組合連合会
（082-278-5588）

省力・省コスト化に資する漁業用機器や
リース方式による漁船の導入等を支援
※ 補助率:1/2以内等

水産業競争力強化
緊急事業(国)

水産



２

３ 資金調達の円滑化に向けた支援

問合せ先事業概要資金名分野

（株）日本政策金融公庫広島支店
（082-249-9152）

農林漁業者の経営継続に必要な資金として、
低利な農林漁業セーフティネット資金等を
融通

農林漁業
セーフティネット
資金等

農業
林業
水産

各ＪＡ、銀行
県農業生産課 農業金融グループ
（082-513-3554）

省力・省コスト化等の経営改善に向けた取
組への融資に対して利子補給を実施

農業近代化資金農業

広島県信用漁業協同組合連合会
（082-247-2301）

省エネ機器等の導入への融資に対して利子
補給を実施

漁業近代化資金水産

４ その他

問合せ先事業概要事業名分野

県畜産課 酪肉振興グループ
(082-513-3598)

肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が標準的
生産費を下回った場合に、その差額の９割を
交付

肉用牛肥育経営安
定交付金制度
（牛マルキン）
（国）

畜産

県畜産課 酪肉振興グループ
(082-513-3598)

肉用子牛（黒毛和種、乳用種、交雑種）の価
格が下落し、全国の平均売買価格が基準価格
を下回った場合に、その差額を交付

〇保証基準価格から合理化目標価格までは
100％、合理化目標価格以下は90％

肉用子牛生産者補
給金制度（国）

県畜産課 酪肉振興グループ
(082-513-3598)

黒毛和種の、ブロック別平均価格が発動基準
を下回った場合に、取組に応じて支援を行う

〇平均価格が発動基準価格を下回った場合に、
飼養管理向上に取り組む和子牛生産者に対し、
発動基準に応じた奨励金を支援

〇事業期間:令和８年４月から令和９年３月

優良和子牛生産推
進緊急支援事業
（国）

県畜産課 酪肉振興グループ
(082-513-3598)

和子牛産地の基盤強化計画を作成した地域に
おいて、黒毛和種の、ブロック別平均価格が
発動基準を下回った場合に、取組に応じて支
援を行う

〇優良和子牛生産推進緊急支援事業に加えて、
平均価格が発動基準価格（62万円）を下
回った場合に、産地基盤強化に取り組む和子
牛生産者に対し、１万円/頭を支援

〇事業期間:令和８年４月から令和９年３月

和子牛生産者臨時
経営支援事業
（国）



３

農業技術指導所農林水産事務所（農林事業所）農林水産局（本庁）

西部農業技術指導所
(082)420-9661
(広島市、呉市、竹原市、大
竹市、東広島市、廿日市市、
安芸高田市、江田島市、安
芸郡、山県郡、豊田郡)

東部農業技術指導所
(084)921-1311
(三原市、尾道市、福山市、
府中市、世羅郡、神石郡)

北部農業技術指導所
(0824)63-5181

(三次市、庄原市)

東部農林水産事務所
(084)921-1311
(福山市、府中市、神石郡)

東部農林水産事務所
尾道農林事業所
(0848)25-2011
(三原市、尾道市、世羅郡)

北部農林水産事務所
(0824)72-2015
(三次市、庄原市)

※ 庄原市、三次市における
漁業関係については県庁
水産課へご連絡ください。

西部農林水産事務所
(082)228-2111
(広島市、大竹市、廿日市市、
安芸高田市、安芸郡、山県郡)

西部農林水産事務所
呉農林事業所
(0823)22-5400
(呉市、江田島市)

西部農林水産事務所
東広島農林事業所
(082)422-6911
(竹原市、東広島市、豊田郡)

畜産課
(082)513-3598

水産課
(082)513-3610

林業課
(082)513-3683

森林保全課
(082)513-3694

農林整備管理課
(082)513-3635

農業基盤課
(082)513-3643

農林水産総務課
(082)513-3511

団体検査課
(082)513-3526

販売･連携推進課
(082)513-3588

農業経営課
(082)513-3531

農業生産課
(082)513-3554

農業技術課
(082)513-3559

広島県農林水産関係事務所等の代表連絡先


